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令和６年門審第１３号 

裁    決 

貨物船Ａ定置網損傷事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 四級海技士（航海） 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官小林努出席のうえ審理し、次

のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａの四級海技士（航海）の業務を１か月停止する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和５年２月１８日０５時５０分半 

 宮崎県内海港東方沖合 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 貨物船Ａ 

  総 ト ン 数 ６５３トン 

  全 長 ７０.６９メートル 

  機 関 の 種 類 ディーゼル機関 

   出  力 ７３５キロワット 
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３ 事実の経過 

  Ａは、平成７年２月に進水した船尾船橋型鋼製貨物船で、操舵室前

部中央に操舵スタンド、右舷側に機関遠隔操縦装置、電子海図システ

ム、左舷側にレーダー２台を配し、ａ受審人ほか５人が乗り組み、砕

石約１,５００トンを積載し、船首４.２メートル船尾４.８メートル

の喫水をもって、令和５年２月１７日１２時２５分関門港門司区を発

し、内海港に向かった。 

ところで、内海港東方沖合には、令和４年２月４日から令和８年５

月３１日までの間、宮崎県知事から免許を受けた免許番号定第８号の

漁場区域（以下「第８号区域」という。）が、内海港沖防波堤灯台

（以下「内海港灯台」という。）から０２２度（真方位、以下同じ。）

１,６７０メートル、０５０度１.３海里、０６８度１.１海里、

０２６度１,４１０メートルの各地点を順次結んだ線により囲まれた

水域に設定されており、周年定置網が敷設されていた。 

  発航に先立ち、ａ受審人は、内海港に入航するのは今回が初めてで

あったが、電子海図システムに第８号区域は表示されず、インターネ

ットの航空写真に定置網が映っていなかったので、内海港外に航行の

支障となるものはないと思い、海上保安庁の海上安全情報を活用する

など、水路調査を十分に行わなかった。 

ａ受審人は、翌１８日０３時頃当直を交替し、レーダーを１.５海

里レンジでコースアップとして作動させて操舵スタンドの後方に立っ

て操船に当たり、日向灘を南下し、０５時４４分内海港灯台から  

０３８度２.１０海里の地点で、針路を２０７度に定めて自動操舵と

し、１０.３ノットの対地速力で進行した。 

ａ受審人は、０５時４９分半内海港灯台から０４６度１.２３海里

の地点で第８号区域に進入し、その後同区域に敷設された定置網に向
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首接近する状況で続航し、０５時５０分半内海港灯台から０５０度 

１.０５海里の地点において、Ａは、原針路及び原速力のまま、同定

置網に乗り入れた。 

当時、天候は曇りで風力３の西南西風が吹き、潮候は下げ潮の初期

にあたり、視界は良好であった。 

ａ受審人は、定置網に乗り入れたことに気付かないまま航行し、内

海港口に錨泊し、翌日、海上保安部から定置網に乗り入れたことを知

らされて事後の措置に当たった。 

  その結果、定置網は導網等に破損を生じたが、のち修理された。 

   

 （原因及び受審人の行為） 

 本件定置網損傷は、内海港に向けて関門港門司区を発航するに当たり、

水路調査が不十分で、夜間、内海港東方沖合において、第８号区域に向

首進行したことによって発生したものである。 

 ａ受審人は、内海港に向けて関門港門司区を発航する場合、内海港に

入航するのは今回が初めてだから、第８号区域に向首進行することのな

いよう、海上保安庁の海上安全情報を活用するなど、水路調査を十分に

行うべき注意義務があった。しかし、同人は、内海港外に航行の支障と

なるものはないと思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失に

より、夜間、内海港東方沖合において、第８号区域に向首進行して同区

域に敷設された定置網に乗り入れる事態を招き、定置網に損傷を生じさ

せるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の四級海技士（航海）の業務を

１か月停止する。 
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 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和６年１１月２８日 

     門司地方海難審判所 

審 判 官  関     昌  芳 

 


